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花巻市では、がん治療による脱毛などの容姿変化を補完し、安心して療養生活や治療と仕事の両立など社会参加
に取り組むための一助となるよう「医療用ウィッグ」購入費用の補助を７月から始めます。岩手中部保健医療圏で
は北上市に続く取り組みとなります。

事業の概要

【対 象者】 がん治療に伴う脱毛により医療用ウィッグを購入した市民

【対象経費】 令和２年４月１日以降に購入した医療用ウィッグ１台分
ただし、購入するための交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用、付属品やケア用品などの
購入費用は対象外

【補 助 率】 購入費用の１／２（千円未満切捨、上限２万円）

【申請期限】 購入費用支払い後、６か月以内
やむを得ない事由により６か月以内に申請できなかった場合は、健康づくり課に相談ください。

【申請方法】 所定の申請書類に必要事項を記入の上、下記の書類を添付して郵送又は健康づくり課・各総合
支所健康づくり窓口に提出（郵送の場合は健康づくり課：南万丁目970-5 に郵送）

・がん治療を受けていることを証明する書類（治療方針計画書、診断書、治療方法手術に関
する説明書など）の写し

・医療用ウィッグを購入したことを証明する書類（品名や金額の記載のある領収書）の写し
・本人確認書類（運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど）
・口座通帳の写し

※申請様式は健康づくり課、各総合支所健康づくり窓口に備え付けているほか、市ホームページ
からダウンロードできます

医療用ウィッグ購入費への補助を７月から開始します
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